
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月の生活目標 

スポーツフェスティバルには、多くの保護者・地域の皆様にご来校いただき、温かいご声援を賜りまし

たこと、心より御礼申し上げます。 

さて、「杉並区子どもの権利に関する条例」が令和 7 年 4 月に施行され、1 年が経ちました。この条例

は、「すべての子どもが、自分らしく生きていくことができるよう、子どもの権利を保障する」ことを目的

としています。 

「子どもの権利」とは、子どもが心身ともに健やかに成長するために欠かせない基本的な権利であり、

すべての子どもが生まれながらに持っているものです。条例では、子どもの権利の具体例として、①安心

して生きる権利②自分らしく生きる権利③育つ権利④意見を表明し尊重される権利⑤守られる権利⑥一

人ひとりの状況に応じた支援を受ける権利などが示されています。さらに、自分に関わることについて説

明を受けることや、自分で選び決めること、安心して相談できること、差別されることなく大切に扱われ

ることなども、子どもにとって大切な権利に含まれています。 

また、子どもを取り巻く環境が大きく変化する中で、自分らしく生きることの難しさや、いじめや虐待

など、さまざまな困難に直面する子どもがいることも指摘されています。そうした状況を踏まえ、子ども

を取り巻く大人の役割についても示されています。まず、学校などの子供関係施設では、それぞれの立場

から子どもの権利を尊重し、子どもの思いや考えを受け止めながら、安心して学び生活できる環境を整え

ていくことが大切とされています。 

保護者には、「子どもの意見を聴き、子どもにとって最善の利益を優先して考慮すること」や、「安心・

安全に暮らすことができる生活環境を確保すること」などが求められています。こうした役割は、日々の

生活の中で具体的に実践されていくことが大切です。例えば、栄養バランスを考えた食事を整えること、

学習や生活に必要な持ち物を一緒に確認すること、規則正しい生活リズムを支えること、子どもの話に耳

を傾け気持ちを受け止めることなどが挙げられます。 

子どもの権利は、日々の生活の中で大切にされていくものです。子ども一人ひとりが、自分を大切にし、

周囲の人と関わりながら安心して成長していくことができるよう、学校として引き続き環境づくりに努め

てまいります。子どもたちが笑顔で夢をもち、自分らしく成長していけるよう、家庭や地域の皆様ととも

に力を合わせて支えていきましょう。 

参考：杉並区ホームページ 「杉並区子どもの権利に関する条例」 

子どもが自分らしく育つために   校長 浅見 優子 
 

杉並区立杉並第九小学校  
学校だより 

令和８年５月２９日 
第５５４号 

東京都では、年に３回（６月、11 月、３月）「ふれあい（いじめ防止強化）月間」を実施していま

す。第１回目の６月は、新年度が始まり２か月が経ち、一人一人の児童の表情や子ども同士の関わり

合いをよく見て声を掛け、いじめや問題行動の未然防止・早期発見を目指します。 

児童全員にはアンケートを実施します。１，２，３年生は、学校で行いますが、４年生以上は、家

庭に持ち帰り、周りの目を気にすることなく素直な思いを回答できるような形式で行いますのでご承

知おきください。５年生はスクールカウンセラーとの全員面接も行います。学校と家庭が連携して、

心身ともに健康な杉九小の子どもたちを育てていきたいと思います。 

ふれあい月間 

友達のよいところを見付けよう 
 杉九小の生活指導の重点目標は「一人一人のちがいを理解し、互いを生かし合い、協力する力を養

う」です。友達同士、深く理解し合い、協働できる子どもの育成を目指しています。そのための第一

歩は、友達の良いところを見付けることです。友達のよいところを見付け、互いに認め合うことで、

学校生活を充実させていきたいと考えています。同じクラスから隣のクラス、他学年へと友達の輪が

広がるよう、教員も子どもたちのよさを見付け、励ましていきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 SC 朝 行事予定 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

１ 月  ○朝  町探検② ５時間授業②～⑥ 4 5  5 5 5 5 

２ 火 西田  特別支援教室理解啓発集会 移動プラネタリウム④ 5 5 6 6 6 6 

3 水  B  4 4 4 4 4 4 

4 木 井出  体力調査（予備日） 歯科検診③④ 5 5 6 6 6 6 

5 金   開校記念集会 町探検② 4 5 5 6 6 6 

6 土          

7 日   開校記念日       

8 月  ○朝  水泳指導始 読書旬間始 自転車教室④ 町探検② 4 5 5 5 6 6 

9 火 西田  おはなしおはなし③④ SC全員面談始⑤ 5 5 6 6 6 6 

10 水  B 個人面談希望調査配布 4 4 4 4 4 4 

11 木 井出  歯科検診②⑤ 自転車教室③ 音楽鑑賞教室⑥ 5 5 6 6 6 6 

12 金  ○安  いのちの安全教育 体力調査終 教育実習終 4 5 5 6 6 6 

13 土   いのちの教育 引き渡し訓練 3 3 3 3 3 3 

14 日          

15 月  ○朝  全国体力調査入力始⑤ 社会科見学④ 4 5 5 ６ 6 6 

16 火 西田  おはなしおはなし①②  個人面談希望調査締め切り 5 5 6 6 6 6 

17 水   クラブ活動 4 4 4 ５ 5 5 

18 木 井出  歯科検診①⑥  SC全員面談終⑤ 5 5 6 6 6 6 

19 金   読書旬間終 全国体力調査入力終⑤ 4 5 5 6 6 6 

20 土          

21 日          

22 月  ○朝  個人面談予定表配布 4 5 5 5 6 6 

23 火 西田  水道キャラバン④ 5 5 6 6 6 6 

24 水  縦割 縦割り班活動 委員会活動 4 4 4 4 ５ ５ 

25 木 井出   5 5 6 6 6 6 

26 金    4 5 5 6 6 6 

27 土          

28 日          

29 月  ○朝  保護者会①②  4 5 5 5 6 6 

30 火 西田  おはなしおはなし①② 定期健康診断終 ５ ５ ６ ６ ６ ６ 

６月の行事予定 ○朝：全校朝会  ○安：安全指導日 Ｂ：Ｂ時程  ＳＣ：ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日  ○数字：学年 

おはなしおはなし 

おはなしおはなしとは 
杉並区で活動されているおはなしボランティ

アさんによるお話の時間です。 
さまざまな国の昔話を素話（ストーリーテリ

ング）で語っていただきます。 
お話の本はすぎく図書館で借りることもで

き、子どもたちはお話の世界を楽しんでいます。 

水泳指導 

 
６月８日（月）～７月１７日（金）まで、水泳指導
があります。（５・６年生は着衣泳を実施予定） 
 水泳学習は、命に関わる運動になりますので、水の
事故には十分気を付けて指導してまいります。また、
気温が高いことが予想されますので、熱中症にも配慮
した指導を行っていきます。 

学年欄の数字は、授業時間数です。   通常の下校時刻 ③11:45 ④13:15 ⑤14:35 ⑥15:25 
B時程の下刻時刻 ④給食あり 13:00 

 本校では、すべての子どもたちが安心して生活し、健やかに成長できる環境づくりを大切にしています。 
そのため、学校は日頃から子どもたちの様子を丁寧に見守り、必要に応じて関係機関と連携を図ってい

ます。児童虐待防止法により、学校を含むすべての関係機関には、虐待を受けたと思われる児童を発見し
た場合、速やかに通告する義務があります。これは、「虐待かどうかを断定した場合」だけではなく、「心
配な様子がある」「子どもの安全が気になる」といった段階でも含まれます。 
通告は、子どもの命や安全を守るための大切な仕組みであり、保護者を責めたり、非難したりすること

を目的とするものではありません。子育てには、多くの不安や困難が伴うことがあります。学校としても、
家庭と対立するのではなく、子どもの最善の利益を第一に考えながら、必要な支援につなげていきたいと
考えています。今後とも、子どもたちの安心・安全のために、ご理解とご協力をお願いいたします。  

 校長 浅見 優子 

子供の安心・安全をまもるために 



<学校からのお知らせ＞ 

◆引き渡し訓練 

6月 13日（土）11：15～引き渡し訓練を行います。詳細は 5月 27日（水）に配信した tetoruをご覧ください。 

◆水泳指導 

６月８日（月）より水泳指導が始まります。耳鼻科検診や眼科検診で疾患があった場合に治療を済ませておいてく

ださい。水泳カードの記入・押印（サイン可）を忘れずによろしくお願いいたします。詳しくは、５月１３日（水）に配布し

た「水泳指導についてのお願い」をご確認ください。 

◆パワーアップ教室 

７月１４日（火）、１６日（木）の２日間、「パワーアップ教室」を行います。１学期の算数の学習でつまずきや学び残

しがあり、参加を希望する児童を対象とした補習的な学習を予定しています。趣旨をご理解の上、申し込みをご検討

ください。詳細は６月２９日（月）tetoru配信予定の「パワーアップ教室の開催について」をご覧ください。 

◆保護者会 ※詳細は後日 tetoru配信のお便りをご参照ください。 

１・２年  ６月２９日（月）１４時４５分～ 

３・４年  ７月 ３日（金）１４時４５分～ 

５・６年  ７月１３日（月）１４時４５分～ 

◆校外学習のペットボトル持参について 

遠足や社会科見学時など、校外学習時は熱中症対策として水筒に加え、ご家庭の判断でペットボトル飲料（水、

お茶、暑い時期のみスポーツドリンク）を持たせても構いません。持たせる場合は、以下の点にご配慮ください。（学校

では、途中に飲み物を購入する等の対応はできかねますのでご承知おきください。） 

※管理の観点から必ず本体に記名をして持たせてください。他人にあげることはしません。 

※持たせたペットボトルは家まで持ち帰りとなります。ご家庭でもお子さんへの周知をお願いします。 

 

<各学年からのお知らせ＞ 

１ 年 
◆水泳指導について 

６月８日（月）の週から水泳（水遊び）が始まります。全部で５回程度プールに入る予定です。詳しいことは、「水泳

指導についてのお願い」のプリントで確認し、水着等の準備をお願いします。なお、気温や水温などの状態により水

泳を中止した場合は、通常の体育を行うこともあります。月曜日には今まで通り体育着を持たせてください。 

◆絵の具セットの準備 

絵の具セットを６月１５日（月）の週より使用する予定です。６月１３日（土）までに持たせてください。 すべてに記名

をお願いします。図工の授業がある日は、汚れてもいい服装で登校させてください。 

２ 年 

◆生活科で育てている野菜について 

 収穫した野菜を持ち帰ります。お手数ですが、食べているところ、調理しているところ、出来上がった料理などの写真

を撮っていただけると助かります。詳細は５月２１日（木）にお渡しした学年便りをご覧ください。ご協力お願いします。 

◆町たんけんについて 

６月１日（月）、５日（金）、８日（月）に町たんけんを行います。気温が高くなることが予想されるため、①水筒(肩下

げできるもの)、②帽子(赤白帽でも可。風で飛ばないもの)を持たせてください。 

１・２ 年共通 

◆体力調査について 

５月１日～東京都では児童の体力向上に向けて、体力テストを実施しています。１、２年生は、記録、生活、運動習慣

等の実施に関する調査をご家庭でお願いしています。６月中旬に tetoru 配信いたしますので、ご確認の上、ご協力

お願いします。 



３ 年 

◆11 日（木） 自転車教室について 

自転車の安全な乗り方について、児童の自転車を使用して学びます。保護者の方にボランティアでお手伝いして

いただきたいと思っております。詳細は後日プリントを配布します。ご覧ください。（自転車を持ってくる時の注意事項

やボランティアの件等） 

◆地域たんけんについて 

総合「地域大発見」、社会科「杉並区の様子」の学習のため、自分たちの住む地域について調べます。実際に学

校の周りを歩き、地域の道路や公共施設等を調べます。詳細は後日プリントを配布します。ご覧ください。 

４ 年 

◆８日（月） 自転車教室について 

・自転車の安全な乗り方について学びます。 

・保護者の方にボランティアでお手伝いしていただきたいと思っております。 

・児童の自転車を使用して実施します。 

・詳細は配布しましたプリントをご覧ください。（自転車を持ってくる時の注意事項やボランティアの件等） 

◆１５日（月） 社会科見学について(浅草・中央防波堤 ※雨天決行) 

・登校時刻は７時４０分から７時４５分の間です。 

・下校時刻は１５時４５分です。交通の状況によっては、前後する可能性があります。 

・お弁当の準備をお願いいたします。 

・詳細は後日配布するしおりをご覧ください。 

５ 年 

◆スクールカウンセラーとの全員面接について 

先日お手紙を配布しましたが、相談が必要なときにスクールカウンセラーに相談しやすくなるように、毎年５年生を

対象にスクールカウンセラーが全員面接を行います。全員面接は、子供たちが相談室の場所や相談の仕方を知り、

カウンセラーとの関係をつくって、少しでも相談しやすくすることを目的としています。 

6月９日(火)・１１(木)・１６(火)・１８(木)に授業時間内に、個別で一人２～３分行います。 

◆家庭科の持ち物について 

家庭科の「ソーイングはじめの一歩」でフェルトとボタンを使用したいと考えています。学校にもフェルトは用意して

ありますが色の種類に限りがあります。使用したい色がある場合等はご家庭でご準備をおねがいします。教科書２５

ページ参考にしてください。 

・ボタン（できれば四つ穴ボタン） ・フェルト２枚（使用したい色がある人）   

を６月２２日（月）までに持たせてください。 

◆図工の学習について 

  ６月よりアルミ針金とラジオペンチを使った活動を行います。ラテックスアレルギーなど、心配のある方は担任また

は、図工専科まで申し出てください。教科書２６・２７ページを参考にしてください。 

６ 年 

◆１１日（木） 音楽鑑賞教室について 

１１日（木）、日本フィルハーモニー交響楽団による演奏を杉並公会堂で鑑賞します。行きは徒歩、帰りはバスで

す。詳しくは後日、子どもたちに連絡します。 

◆７月１日（水） 演劇鑑賞（劇団四季）、社会科見学（国会）について 

７月１日（水）に、演劇鑑賞と社会科見学（予定）を行います。貸し切りバスで新宿文化センターと国会を同日に回

る予定です。お弁当と水筒のご用意をよろしくお願いします。詳しくは後日、子どもたちにしおりを配布しますので、ご

確認ください。 

※国会見学は予約の関係で、別日になることがあります。 
 

 


